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公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 

第 19回理事会 

【議 案】 

第１号議案  2023年度事業計画、収支予算並びに資金調達及び

設備投資の見込みを記載した書類の承認について 

 第２号議案  事務局規程の一部改正について 

第３号議案  コンプライアンス規程の一部改正について 

第４号議案  就業規程の一部改正について 

 第５号議案  職員の給与に関する規程の一部改正について 

第６号議案  役員等旅費規程の一部改正について 

第７号議案  旅費規程の一部改正について 

第８号議案  マーケティング代理店の決定方法について 

 

【報告事項】 

報告事項１  特別顧問及び顧問の決定について 

 報告事項２  大規模な国際又は国内競技大会の組織委員会等の

ガバナンス体制等の在り方に関する指針（案）につ

いて 

報告事項３  職務執行状況について 
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第１号議案  2023年度事業計画、収支予算並びに資金調達及び設

備投資の見込みを記載した書類の承認について 

 

事業計画、収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載

した書類は、資料１のとおりとする。 
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第２号議案  事務局規程の一部改正について 

 

 事務局規程の一部を以下のとおり改正する。 

 

【事務局規程】 

改正後 改正前 

（事務局の組織） 

第２条 事務局に次のとおり課

を置く。 

(1) 経営企画課 

(2) 人事課 

(3) 調整課 

(4) マーケティング課 

(5) 国際課 

(6) 競技会場第一課 

(7) 競技会場第二課 

(8) 会場整備課 

(9) 宿泊課 

(10) 計画第一課 

(11) 計画第二課 

(12) 情報システム課 

２ ＜省略＞ 

 

（経営企画課の分掌事務） 

第３条 経営企画課の分掌事務

は、次のとおりとする。 

(1)～(9) ＜省略＞ 

(10) バリアフリー及びユニバ

ーサルデザインの推進に

関すること。 

(11)・(12) ＜省略＞ 

(13) 持続可能性に配慮した取

組みに関すること。 

（事務局の組織） 

第２条 事務局に次のとおり課

を置く。 

(1) 経営企画課 

（新設） 

(2) 調整課 

（新設） 

(3) 国際課 

(4) 計画課 

(5) 情報システム課 

（新設） 

(6) 宿泊課 

(7) 競技第一課 

(8) 競技第二課 

（新設） 

２ ＜省略＞ 

 

（経営企画課の分掌事務） 

第３条 経営企画課の分掌事務

は、次のとおりとする。 

(1)～(9) ＜省略＞ 

(10) アクセシビリティガイド

ラインに関すること。 

 

(11)・(12) ＜省略＞ 

(13) 事務局の総務、人事、給 

与及び服務に関すること。 
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(14) 大学連携に関すること。 

 

 (15)・(16) ＜省略＞ 

 

第３条の２ 経営企画課にパラ

統括室を置く。 

 

（パラ総括室の分掌事務） 

第３条の３ パラ総括室の分掌

事務は、次のとおりとする。 

(1) バリアフリー及びユニバ

ーサルデザインの推進に関

すること。 

(2) 大会移行計画に関するこ

と。 

(3) 障がい者団体との連絡調

整に関すること。 

(4) その他前３号に関連する

こと。 

 

（人事課の分掌事務） 

第３条の４ 人事課の分掌事務

は、次のとおりとする。 

(1) 人事、給与及び服務に関す

ること。 

(2) 大会ボランティアに関す

ること。 

(3) その他前２号に関連する

こと。 

 

（調整課の分掌事務） 

第３条の５ 調整課の分掌事務

は、次のとおりとする。 

(14) 大会ボランティアに関す

ること。 

(15)・(16) ＜省略＞ 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調整課の分掌事務） 

第３条の２ 調整課の分掌事務

は、次のとおりとする。 
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(1)～(6) ＜省略＞ 

(7) 会計に関すること。 

 

(8) 契約及び調達に関するこ

と。 

(9) 広報及び広聴に関するこ

と。 

（削除） 

 

(10) ＜省略＞ 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

 

(11) その他他課の分掌に属さ

ないこと。 

 

（マーケティング課の分掌事務） 

第３条の６ マーケティング課

の分掌事務は、次のとおりとす

る。 

(1) マーケティングに関する

こと。 

(2) ライセンシングに関する

こと。 

(3) チケッティングに関する

こと。 

(4) スポンサーの権利保護及

びレコグニションに関する

こと。 

(5) 大会ブランドの開発、保護

及び管理に関すること。 

(1)～(6) ＜省略＞ 

(7) 会計及び契約、調達等に関

すること。 

 （新設） 

 

(8) 広報及び広聴に関するこ

と。 

(9) 大会ブランドの開発、保護

及び管理に関すること。 

(10) ＜省略＞ 

(11) 大学連携に関すること。 

(12) 文化プログラムに関する

こと。 

(13) サイネージに関するこ

と。 

(14) その他他課の分掌に属さ

ないこと。 

 

（新設） 
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(6) サイネージに関すること。 

(7) その他前各号に関連する

こと。 

 

（国際課の分掌事務） 

第３条の７ 国際課の分掌事務

は、次のとおりとする。 

(1)・(2) ＜省略＞ 

(3) OCA及び APCの総会、理事

会、調整委員会等の準備及び

運営に関すること。 

(4)～(8) ＜省略＞ 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

(9) 式典及び聖火リレーに関

すること。 

(10) 文化プログラムに関する

こと。 

(11) その他前各号に関連する

こと。 

 

（競技会場第一課及び競技会場

第二課の分掌事務） 

第３条の８ 競技会場第一課及

び競技会場第二課の分掌事務

は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

（国際課の分掌事務） 

第３条の３ 国際課の分掌事務

は、次のとおりとする。 

(1)・(2) ＜省略＞ 

(3) OCA 理事会、APC 理事会、 

調整委員会等の準備及び運

営に関すること。 

(4)～(8) ＜省略＞ 

(9) マーケティングに関する

こと。 

(10) ライセンシングに関する

こと。 

(11) チケッティングに関する

こと。 

(12) スポンサーの権利保護及

びレコグニションに関する

こと。 

(13) 式典及び聖火リレーに関

すること。 

（新設） 

 

(14) その他前各号に関連する

こと。 

 

（計画課の分掌事務） 

第４条 計画課の分掌事務は、次

のとおりとする。 

(1) 警備に関すること。 

(2) アクレディテーションに
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(1) 競技の計画及び運営に関

すること。 

(2) 国際競技連盟（IF）、アジ 

ア競技連盟（AF）、国内競技団

体（NF）等との連絡調整に関

すること。 

(3) 競技会場の計画及び運営

に関すること。 

(4) 練習会場に関すること。 

(5) テストイベントに関する

こと。 

(6) その他前各号に関連する

こと。 

 

 

 

 

（会場整備課の分掌事務） 

第３条の９ 会場整備課の分掌

事務は、次のとおりとする。 

(1) 競技会場の整備に関する

こと。 

(2) 競技会場のエネルギーに

関すること。 

(3) その他前２号に関連する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

関すること。 

(3) 清掃及び廃棄物に関する

こと。 

(4) 飲食サービスに関するこ

と。 

(5) 輸送に関すること。 

(6) ロジスティクスに関する

こと。 

(7) 出入国に伴うサービスに

関すること。 

(8) 医療サービスに関するこ

と。 

(9) アンチ・ドーピングに関す

ること。 

(10) その他前各号に関連する

こと。 

 

（情報システム課の分掌事務） 

第４条の２ 情報システム課の

分掌事務は、次のとおりとす

る。 

(1) 情報基盤整備及び情報シ

ステムの構築に関すること。 

(2) サイバーセキュリティに

関すること。 

(3) 国際映像に関すること。 

(4) 報道（報道機関との連絡調

整及び報道機関への対応の

総合調整を除く。）に関する

こと。 

(5) その他前各号に関連する

こと。 
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（宿泊課の分掌事務） 

第３条の 10 ＜省略＞ 

 

（計画第一課の分掌事務） 

第３条の 11 計画第一課の分掌

事務は、次のとおりとする。 

(1) 警備に関すること。 

(2) アクレディテーションに

関すること。 

(3) 清掃及び廃棄物に関する

こと。 

(4) 飲食サービスに関するこ

と。 

(5) 医療サービスに関するこ

と。 

(6) アンチ・ドーピングに関す

ること。 

(7) その他前各号に関連する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

（計画第二課の分掌事務） 

第４条 計画第二課の分掌事務

は、次のとおりとする。 

(1) 輸送に関すること。 

(2) ロジスティクスに関する

こと。 

(3) 出入国に伴うサービスに

（宿泊課の分掌事務） 

第４条の３ ＜省略＞ 

 

（競技第一課及び競技第二課の

分掌事務） 

第５条 競技第一課及び競技第

二課の分掌事務は、次のとおり

とする。 

(1) 競技の計画及び運営に関

すること。 

(2) 国際競技連盟（IF）、アジ 

ア競技連盟（AF）、及び国内競

技団体（NF）等との連絡調整

に関すること。 

(3) 競技会場の計画及び運営

に関すること。 

(4) 競技会場の整備に関する

こと。 

(5) 競技会場のエネルギーに

関すること。 

(6) 練習会場に関すること。 

(7) テストイベントに関する

こと。 

(8) その他前各号に関連する

こと。 

 

（新設） 
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関すること。 

(4) その他前３号に関連する

こと。 

 

（情報システム課の分掌事務） 

第５条 情報システム課の分掌

事務は、次のとおりとする。 

(1) 大会情報システム及び通

信環境の構築に関すること。 

(2) サイバーセキュリティに

関すること。 

(3) 国際映像に関すること。 

(4) 報道（報道機関との連絡調

整及び報道機関への対応の

総合調整を除く。）に関する

こと。 

(5) その他前各号に関連する

こと。 

 

（各課の執行体制） 

第５条の２ 事務局長は、第３条

及び第３条の３から第５条ま

でに定める事務を処理するた

め、課に当該所属の分掌事務を

分担する執行体制を定めるこ

とができる。 

 

（職 員） 

第６条 事務局に次に掲げる職

員を置く。 

(1)～(4) ＜省略＞ 

(5) 前各号に掲げる職以外の

職員 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各課の執行体制） 

第５条の２ 事務局長は、前７条

に定める事務を処理するため、

課に当該所属の分掌事務を分

担する執行体制を定めること

ができる。 

 

 

（職 員） 

第６条 事務局に次に掲げる一

般職の職員を置く。 

(1)～(4) ＜省略＞ 

(5) 前各号に掲げる職以外の

一般職の職員 



9 

 

２ ＜省略＞ 

 

（職 務） 

第 10条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

３ 第６条第１項第３号に規定

する職員は、上司の命を受け、

所管する課の業務及び必要な

業務をつかさどり、所属職員を

指揮監督する。 

４・５ ＜省略＞ 

 

（代 決） 

第 14条 ＜省略＞ 

２ 次の各号に掲げる者に事故

があるとき又はその者が欠け

たときは、それぞれ当該各号に

定める者がその事案を代決す

ることができる。 

 (1) 事務局長 事務局次長級

職員 

 (2) 事務局次長級職員 課長

級職員 

 (3) 課長級職員 課長級職員

があらかじめ指定する者 

２ ＜省略＞ 

 

（職 務） 

第 10条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

３ 課長は、上司の命を受け、所

管する課の業務及び必要な業

務をつかさどり、所属職員を指

揮監督する。 

 

４・５ ＜省略＞ 

 

（代 決） 

第 14条 ＜省略＞ 

２ 次の各号に掲げる者に事故

があるとき又はその者が欠け

たときは、それぞれ当該各号に

定める者がその事案を代決す

ることができる。 

 (1) 事務局長 事務局次長 

 

 (2) 事務局次長 課長級職員 

 

 (3) 課長級職員 課長があら

かじめ指定する者 
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第３号議案  コンプライアンス規程の一部改正について 

 

 コンプライアンス規程の一部を以下のとおり改正する。 

 

【コンプライアンス規程】 

改正後 改正前 

（事務局におけるコンプライア

ンスの統括及び推進） 

第３条 ＜省略＞ 

２ 推進責任者は、事務局次長

（コンプライアンスに関する

ことを所管する課（以下「所管

課」という。）を担任する者に

限る。）とする。 

３ ＜省略＞ 

４ 推進責任者は、この法人の事

務局におけるコンプライアン

スに係る体制の構築に関する

業務を実施する。 

５ 推進担当者は、この法人の事

務局におけるコンプライアン

スの推進に関する業務を実施

する。 

 

（職 務） 

第４条 所管課においては、次に

掲げるコンプライアンスに係

る体制の構築及び推進に関す

ることをその職務とする。 

 (1)～(3) ＜省略＞ 

 

（役員及び職員の責務） 

第６条 ＜省略＞ 

（事務局におけるコンプライア

ンスの統括及び推進） 

第３条 ＜省略＞ 

２ 推進責任者は、コンプライア

ンスに関することを所管する

課の課長とする。 

 

 

３ ＜省略＞ 

４ 推進責任者は、この法人の事

務局におけるコンプライアン

スに係る体制の構築及び推進

に関する業務を実施する。 

（新設） 

 

 

 

 

（職 務） 

第４条 総務課においては、次に

掲げるコンプライアンスに係

る体制の構築及び推進に関す

ることをその職務とする。 

 (1)～(3) ＜省略＞ 

 

（役員及び職員の責務） 

第６条 ＜省略＞ 
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２ ＜省略＞ 

３ 役員及び職員は、前項におい

て、緊急を要する場合、適切な

通信手段がない場合など、前項

に定める照会等が困難であっ

た場合は、事後速やかに推進責

任者に報告しなければならな

い。 

４・５ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

３ 役員及び職員は、前項におい

て、緊急を要する場合、適切な

通信手段がない場合など、前項

に定める照会等が困難であっ

た場合は、事後速やかに統括責

任者に報告しなければならな

い。 

４・５ ＜省略＞ 
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第４号議案  就業規程の一部改正について 

 

 就業規程の一部を以下のとおり改正する。 

 

【就業規程】 

改正後 改正前 

（年次休暇） 

第 22条 ＜省略＞ 

２～４ ＜省略＞ 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第１項の規定により、一年度

年に与えられる年次休暇の日

数のうちその年度に受けなか

った日数があるときは、その日

数のうち、その年度における年

次休暇の 20 日を超えない範囲

（年次休暇） 

第 22条 ＜省略＞ 

２～４ ＜省略＞ 

５ 第１項の出勤率の算定に当

たっては、次の各号に掲げる期

間については出勤したものと

して取り扱う。 

(1) 年次休暇を取得した期間 

(2) 第 24 条第１号に規定する

特別休暇を取得した期間 

(3) 第 25 条に規定する介護 

休暇を取得した期間及び公

益財団法人愛知・名古屋アジ

ア・アジアパラ競技大会組織

委員会育児休業等に関する

規程第２条第１項に規定す

る育児休業を取得した期間 

(4) 第 23 条に規定する療養休

暇（業務上の負傷又は疾病に

よる場合に限る。）を取得し

た期間 

６ 付与日から１年以内に取得

しなかった年次休暇は、付与日

から２年以内に限り繰り越し

て取得することができる。 
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内の残日数（１日未満の端数を

含む。）をその翌年度に限り繰

り越すことができる。 

６・７ ＜省略＞ 

 

 

 

７・８ ＜省略＞ 
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第５号議案  職員の給与に関する規程の一部改正について 

 

 職員の給与に関する規程の一部を以下のとおり改正する。 

 

【職員の給与に関する規程】 

改正後 改正前 

（給与の減額） 

第 30条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

３ 育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律（平成３年法律

第 76号）第 23条第１項に規定

する育児短時間勤務を承認さ

れている職員の給料は、１週間

当たりの勤務時間を就業規程

第 13 条第１項又は派遣職員等

就業規程第９条規定する１週

間についての勤務時間で除し

て得た数を乗じて得た額とす

る。 

４ ＜省略＞ 

（給与の減額） 

第 30条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

３ 公益財団法人愛知・名古屋ア

ジア・アジアパラ競技大会組織

委員会育児休業等に関する規

程第２条第６項に規定する育

児短時間勤務を承認されてい

る職員の給料は、１週間当たり

の勤務時間を就業規程第 13 条

第１項又は派遣職員等就業規

程第９条規定する１週間につ

いての勤務時間で除して得た

数を乗じて得た額とする。 

 

４ ＜省略＞ 
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第６号議案  役員等旅費規程の一部改正について 

 

 役員等旅費規程の一部を以下のとおり改正する。 

 

【役員等旅費規程】 

改正後 改正前 

（旅費の種類） 

第５条 ＜省略＞ 

２～７ ＜省略＞ 

８ 旅行雑費は、実費額により支

給する。 

 

９ ＜省略＞ 

 

（旅行雑費） 

第 15 条 旅行雑費は、支給しな

い。 

（旅費の種類） 

第５条 ＜省略＞ 

２～７ ＜省略＞ 

８ 旅行雑費は、旅行中の日数に

応じ一日当たりの定額又は実

費額により支給する。 

９ ＜省略＞ 

 

（旅行雑費） 

第 15 条 旅行雑費の額は、１日

につき 200円とする。ただし、

旅行雑費を支給することがで

きるのは、旅行命令により旅行

をした者に限る。 
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第７号議案  旅費規程の一部改正について 

 

 旅費規程の一部を以下のとおり改正する。 

 

【旅費規程】 

改正後 改正前 

（旅費の種類） 

第６条 ＜省略＞ 

２～７ ＜省略＞ 

８ 旅行雑費は、実費額により支

給する。 

 

９～11 ＜省略＞ 

 

（旅行雑費） 

第 16 条 旅行雑費は、支給しな

い。 

（削除） 

（旅費の種類） 

第６条 ＜省略＞ 

２～７ ＜省略＞ 

８ 旅行雑費は、旅行中の日数に

応じ一日当たりの定額又は実

費額により支給する。 

９～11 ＜省略＞ 

 

（旅行雑費） 

第 16 条 旅行雑費の額は、１日

につき 200円とする。 

２ 旅行雑費は、名古屋市外への

旅行に支給する。 
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第８号議案  マーケティング代理店の決定方法について 

 

 2020 年３月 23 日に開催した、一般財団法人愛知・名古屋アジア競

技大会組織委員会第５回理事会において決議のあった「第４号議案 

マーケティング専任代理店の決定方法について」について、以下のと

おり決定方法を改定する。 

・マーケティング代理店を公募し、企画競争を実施する。 

  ・外部有識者を含めた選定委員会を設け、提案を評価する。 

  ・選定委員会の評価を踏まえ、代表理事が代理店候補企業を決定

する。 

  ・代理店候補企業との間で、契約条件を調整する。 

  ・契約条件が調い次第、代表理事が代理店（案）を提案し、理事

会の決議を経て、代理店契約を締結する。 

 

（参考：一般財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会第５回理事会第４号議案【2020.3.23 開催】） 

 

 

  

第４号議案 マーケティング専任代理店の決定方法について 

マーケティング専任代理店の決定方法については、以下のとおりとする。 

・国際スポーツ大会におけるマーケティング代理店としての実績や企

業の事業規模等を考慮して抽出した、国内大手広告代理店を対象とす

る企画競争を実施する。 

・外部有識者を含めた選定委員会を設け、広告代理店の提案を評価する。 

・選定委員会の評価を踏まえて、代表理事が専任代理店候補企業を決定する。 

・専任代理店候補企業との間で、契約条件を調整する。 

・契約条件が整い次第、代表理事が専任代理店（案）を提案し、理事会

の決議を経て、専任代理店契約を締結する。 
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【報告事項】 

 

報告事項１  特別顧問及び顧問の決定について 

 

特別顧問及び顧問として、以下の者を決定した。 

 

役 職 名 氏  名 所 属 等 

特別顧問 小林 健 日本商工会議所会頭 

顧問 
稲葉 延雄 日本放送協会会長 

遠藤 龍之介 一般社団法人日本民間放送連盟会長 

 

 

 

 

  



19 

 

報告事項２  大規模な国際又は国内競技大会の組織委員会等のガ

バナンス体制等の在り方に関する指針（案）について 

 

（１）趣旨 

   指針は、スポーツ庁が設置する「スポーツ政策の推進に関する

円卓会議」の決議を受けて、円卓会議の下に設置（2022 年 11 月

14日）された「大規模な国際又は国内競技大会の組織委員会等の

ガバナンス体制等の在り方検討プロジェクトチーム」が作成する

もの。 

   大会の準備及び運営に関する事業の実施を目的とする組織委

員会その他の団体が適切な組織運営を行う上での原則・規範を定

めるもの。 

 

（２）指針（案）の内容（2023年 2月 10日現在） 

 ＜主なポイント＞ 

  ○コンプライアンス強化 

   コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス強化に係

る方針・計画の策定及びその推進・点検を実施する 

    〇利益相反管理 

   利益相反を管理するための委員会を設置するとともに、利益相

反ポリシーを策定し、客観性・透明性のある手続を確保する 

  〇マーケティング事業 

   スポンサー選定方針などの規程を整備するとともに、マーケテ

ィング業務に係る第三者との業務委託契約において第三者の

報告義務や組織委員会による第三者の監督権限を明示する 

  〇調達 

   適切に利益相反を管理できる調達の仕組みや、大会の実施に向

けて期限の遅れなく必要な調達ができる仕組みを構築する 
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  〇情報開示 

   法令に基づき開示する情報以外も必要に応じて主体的、積極的に

情報開示を実施する 

（３）今後の対応 

   指針の内容を踏まえ、組織委員会として必要な対応を検討し、

理事会に諮り、適切なガバナンス体制の整備を図る。 

＜想定する主な対応＞ 

〇コンプライアンス委員会、利益相反管理委員会等の設置 

  〇利益相反ポリシーやスポンサー選定方針などの各種規程等の

整備 

〇コンプライアンス強化のための役職員等への研修の実施 

〇適切な情報開示の実施  
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報告事項３  職務執行状況について 

 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 197条において準用

する同法第 91条及び定款第 26条第６項の規定に基づき、代表理事の

職務の執行状況を、資料２のとおり報告する。 

 
 

 


